
オープンカウンター公告 

令和 6 年 9 月 24 日 

     明 石 市 長   丸 谷 聡 子 

（公印省略 財務室契約担当） 

 

物 品 名  形 質 数 量 備 考 

令和７年度償却資産（固定資産）申告の手

引き 
仕様書のとおり   

  仕様書のとおり  

 

１ 案件番号 ７－2 

２ 見積書提出期限 令和 6年 10月 8日 午後 2時 00分  まで 

※一度提出された見積書は、書き換え、引き換え又は撤回等することはできませんのでご注意ください。 

３ 見積書提出場所 明石市財務室契約担当 

４ 納 入 場 所 資産税課 

５ 納 入 期 限 令和 6 年 11 月 13 日  

６ 

参加要件 

（①②のいずれも

満たす者） 

①市内業者または準市内業者 

②明石市競争入札等参加資格者名簿（物品・サービス部門）の物品

の製造売買の部に契約の種類が 印刷写真 で登録されており、か

つ、業種区分が 一般印刷 で登録されていること。 

７ 契約保証金 免除 

８ 消費税の取扱 

落札金額に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の 10％

に相当する金額を加算した金額をもって落札金額とします。 

見積者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを

問わず、見積った契約希望金額の 110分の 100に相当する金額を見

積書に記載してください。 

９ 同等品の取扱 

仕様書で同等品による見積りを可能としている場合に、見積書提出

前の指定日時までに担当課で同等品の承認を得ていない見積者の

見積りは無効となります。また、見積ったメーカー・型番を見積書

の備考欄に必ず記載してください。 

10 質問期限 

仕様書に対する質問がある場合は明石市財務室契約担当宛に 

令和 6 年 9 月 30 日（月）午後 1 時までにメールまたは FAX で指

定様式にて提出してください。（期限を過ぎての質問は受付できま

せんのでご注意ください）。 

11 質問に対する回答 

令和 6 年 10 月 2 日（水）午後１時（予定）に明石市ホームページ

入札コーナーに掲載します。回答を確認のうえ見積書を提出してく

ださい。 

12 その他 
明石市オープンカウンター方式実施試行要領、明石市契約規則ほか

関係法規を確認のうえ見積書を提出してください。 

  



印    刷    仕    様    書 

品           名 発注課 資産税課 担当者 大内 

令和７年度償却資産（固定資産）申告の手引き 
連絡先 （０７８）９１８－５２３８ 

数 量 ６，０００冊（２００冊１包） 

納品場所 資産税課 

 

納 期 令和６年１１月１３日（水） 

印
刷
方
法 

☑コンピューター組版  □ダイレクト  □その他（              ） 

□見本のとおり 

□オフセット  □その他（                          ） 

規 

格 

☑Ａ４ 版  □Ｂ  版      □その他    ㎜×    ㎜ 

□タブロイド版    項    ツ折り 

封筒 □長  号  □角  号  □その他     ㎜×     ㎜ 

表 
 

紙 

□あり  ☑なし 

□再生紙      ㎏      ％ 

再生紙使用マーク □あり  □なし 

□その他       紙       色       ㎏       口 

本 
 
 

文 

□再生紙      ㎏      ％ 

再生紙使用マーク □あり  □なし  

☑その他 ※上質   紙等       色  ５５  ㎏       口 

ページ数  ２０  ページ  内     ツ折り    枚 

あ
い
紙 

□あり   枚   ☑なし 

紙 質        紙       色       ㎏       口 

カ
ー
ボ
ン 

□カーボン紙  □ノンカーボン紙 

     発色  １セット   枚 

減 感 □あり   カ所  □なし 

１枚目      色      ㎏ 

２枚目      色      ㎏ 

３枚目      色      ㎏ 

４枚目      色      ㎏ 

刷
色 

□１ 色 □黒  □赤  □青  □その他    色  □見本のとおり 

☑カラー （２・③・４）色、 赤 色 草 色 黒 色 

刷 

方 

表  紙   □片面刷り  □両面刷り 

本  文   □片面刷り  ☑両面刷り 

あ い 紙   □片面刷り  □両面刷り  □刷方なし 

カーボン   □片面刷り  □両面刷り 

製 

本 

□バラ      □天のり     □並製本    □上製本 

□くるみ表紙   □クロス巻き   ☑針金（中・平）とじ 

□ミ シ ン 縦  本、横  本  □穴あけ    カ所   

☑見本のとおり 

校
正 

落札後の事前打合せ ☑必要        □不要 

校 正       ☑必要  ２  回  □不要 

色校正       ☑必要  １  回  □不要 

指 
 

示 
 

事 
 

項 

写  真  □あり    枚提示→カラー   枚モノクロ   枚 

イラスト  □あり    枚提示→カラー   枚モノクロ   枚 

原  稿   ☑原稿渡し   ☑手書き （ダイレクト・コンピュータ組版） 

□ワープロ（ダイレクト・コンピュータ組版） 

       □データ渡し（ワード・エクセル・その他（    ）） 

その他 

５００冊ごとにダンボール箱に入れて納品のこと 

税法改正等により部分的な追加又は内容変更の可能性有（現時点未決定） 

完成原稿の電子データ（PDF）を合わせて納品のこと 

 

※使用する紙については、古紙パルプ、または環境に配

慮したバージンパルプ（森林認証材等を使用しているも

の等）を原料に含む製品を優先的に選定していただける

ようお願いします。（ただし指定はしません。見本と類似

の仕上りができるものであれば、上質紙等、古紙パルプ

等を含まないものも可とします。） 



）

　備　考　

上記の物品については、明石市契約規則その他関係法令等
書類等熟知のうえ、上記の金額をもって見積します。

令　和　　　　 年　　　  月　　　　 日

住　所

商号又は名称
　見積者

代表者職氏名 印

※注意　　①見積書は訂正しないこと。
　　　　　　 ②見積書に掲載する金額は、見積もった契約金額の　100/110に相当する金額を見積書に記載する
                こと。

品　　　　名 形　　質 数　　量 単　　　価 金　　　額

案件番号　（ ７-２

見　　積　　書

令和7年度償却資産（固定資産）申告の手引き

金　　額

品　　名

償却資産（固定資産）申告の手引き 仕様書のとおり

業者ｺｰﾄﾞ（　　　　　　　　　　　　　　　　）

明石市長  様



令和６年度
償却資産（固定資産）申告の手引き

　市税につきましては、日頃からご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。
　さて、土地や家屋に固定資産税が課税されることは、すでにご存知のとおりですが、償
却資産についても固定資産税が課税されます。償却資産とは土地や家屋以外で事業の用に
供されている構築物や機械、器具、備品などの資産のことです。償却資産を所有されてい
る方は、毎年１月１日現在所有している償却資産について申告していただくこととなって
います（地方税法第383条）。
　つきましては、この手引きをご参照の上、申告書等を作成いただき、期限内にご提出く
ださいますようよろしくお願いいたします。

※�　窓口でのご申請の場合、混雑によりお待ちいただくことがあります。郵送または電子申告
（５ページをご確認ください）もご利用いただけます。是非ご利用ください。

※�　申告書を郵送される場合に、本人控用の申告書（受付印押印）の返送が必要な方は、
切手を貼った返信用封筒をご同封ください。

※�　資産の増加も減少もない場合は申告書の「１８備考」欄の「１．増減なし」に○をつ
け、ご提出ください。

※�　申告する資産がない場合についても申告書の「１８備考」欄の「２．該当資産なし」
に○をつけ、ご提出をお願いいたします。

※�　個人の方は、マイナンバー（個人番号）を記入していただきますが、番号確認書類と
身元確認書類が必要です。
【ご本人が申告に来庁する場合】　次の①及び②が必要です。
　①　ご本人の番号確認書類・・・個人番号カードや通知カードなど
　②　ご本人の身元確認書類
　　　１点で良いもの・・・写真付身分証明書（運転免許証、個人番号カードなど）
　　　２点必要となるもの・・・各種健康保険証、年金手帳、官公署発行の各種証明書など
【�郵送で提出する場合】　上記「ご本人が申告に来庁する場合」にある①及び②の写しを
添付してください。�（健康保険証の写しにおいては、記号、番号、保険者番号の箇所はマスキングしてください。）

提　出　期　限
令和６年１月３１日（水）
 �できるだけ１月19日（金）までにご提出くださるよう、ご
協力お願いします。

提 出 先

問い合わせ先

〒６７３ー８６８６
明石市中崎１丁目５番１号
明石市役所　資産税課　償却資産担当
電話（０７８）９１８－５２３８（直通）

ha_ishii
テキストボックス
　  参考資料
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�
�

�
�

６
　

３
　

申
告

の
対

象
と

な
ら

な
い

も
の

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
７

　
４

　
少

額
資

産
等

の
取

扱
い

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

７
　

５
　

償
却

資
産

の
種

類
と

主
な

事
例

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
７

　
６

　
家

屋
の

建
築

設
備

と
償

却
資

産
の

区
分

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

８
　

７
　

テ
ナ

ン
ト

の
内

装
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
８

　
８

　
国

税
と

固
定

資
産

税
の

取
扱

い
の

相
違

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

９
　

９
　

実
地

調
査

の
お

願
い

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
９

１
０

　
固

定
資

産
（

償
却

資
産

）
課

税
台

帳
の

閲
覧

�
�

�
�

�
�

�
�

９

Ⅲ
　

償
却

資
産

の
評

価
と

課
税

の
仕

組
み

　
１

　
評

価
額

の
計

算
方

法
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
１

０
　

２
　

税
額

の
計

算
方

法
・

免
税

点
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

１
０

　
３

　
定

率
法

に
よ

る
減

価
率

と
減

価
残

存
率

�
�

�
�

�
�

�
�

�
１

１
　

４
　

非
課

税
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

１
２

　
５

　
課

税
標

準
の

特
例

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
１

２

参
考

２
　

主
な

償
却

資
産

の
耐

用
年

数
表

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
１

３

Ⅳ
　

償
却

資
産

申
告

書
等

の
記

入
例

　
１

　
償

却
資

産
申

告
書

（
償

却
資

産
課

税
台

帳
）

�
�

�
�

�
�

�
１

４
　

２
　

種
類

別
明

細
書

（
増

加
資

産
・

全
資

産
用

）
�

�
�

�
�

�
�

１
６

　
３

　
種

類
別

明
細

書
（

減
少

資
産

用
）

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
１

８

償
却

資
産

の
Q

&
Ａ

 �
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
２

０

目
　
　
次

 参
考

1　
主

な
業

種
別

の
償

却
資

産

－
 2

 －
－

 3
 －



Ⅰ
　
償
却
資
産
の
申
告
に
つ
い
て

１
　
申
告
を
し
て
い
た
だ
く
方

　
令
和
６
年
１
月
１
日
現
在
、
明
石
市
内
に
土
地
や
家
屋
以
外
の
事
業
用
の
償
却
資
産
を
所
有
さ
れ
て
い

る
個
人
や
法
人
。

　
ま
た
、償
却
資
産
を
所
有
し
て
い
な
い
場
合
も
申
告
書
の
「
１
８
備
考
」
欄
の
「
２
．
該
当
資
産
な
し
」

に
○
を
つ
け
、
ご
提
出
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

２
　
提
出
書
類

提
出

書
類

名
摘

　
　

　
　

　
　

　
　

　
要

償
却

資
産

申
告

書
（

償
却

資
産

課
税

台
帳

）
２

枚
複

写
に

な
っ

て
い

ま
す

。
１
枚
目
の

明
石

市
提

出
用
を
、

必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

種
類

別
明

細
書

（
増

加
資

産
・

全
資

産
用

）
２

枚
複

写
に

な
っ

て
い

ま
す

。
増

加
し

た
資

産
を

申
告

す
る

場
合

に
、

１
枚

目
の

明
石

市
提

出
用

を
提

出
し

て
く

だ
さ

い
。

種
類

別
明

細
書

（
減

少
資

産
用

）
２

枚
複

写
に

な
っ

て
い

ま
す

。
減

少
し

た
資

産
を

申
告

す
る

場
合

に
、

１
枚

目
の

明
石

市
提

出
用

を
提

出
し

て
く

だ
さ

い
。

※
�　
訂
正
は
、
訂
正
部
分
に
二
重
線
を
引
い
て
く
だ
さ
い
。
破
損
等
書
類
が
足
り
な
い
場
合
は
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。
改
め
て
お
送
り
し
ま
す
。

※
　
申
告
書
等
は
複
写
用
紙
を
使
用
し
て
い
ま
す
の
で
、
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

※
�　
申
告
書
等
の
記
入
方
法
が
わ
か
ら
な
い
場
合
は
、
お
電
話
い
た
だ
く
か
、
お
早
め
に
市
役
所
西
庁
舎

２
階
の
資
産
税
課
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。
お
越
し
に
な
る
場
合
、
下
記
の
２
点
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

①
申
告
書
等
一
式
　
②
固
定
資
産
台
帳
な
ど
の
減
価
償
却
資
産
の
明
細
書

※
�　
自
社
電
算
等
に
よ
り
申
告
さ
れ
る
方
は
、
必
ず
同
封
の
申
告
書
（
明
石
市
提
出
用
）
を
添
付
し
て
く

だ
さ
い
（
所
有
者
コ
ー
ド
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
）
。

　
�　
令
和
６
年
１
月
１
日
現
在
所
有
す
る
全
資
産
に
つ
い
て
、
１
行
１
件
ず
つ
、
評
価
額
を
計
算
、
表
示

し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
増
加
資
産
と
減
少
資
産
の
明
細
書
も
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

３
　
初
め
て
申
告
さ
れ
る
方

・
申
告
す
る
資
産
が
あ
る
場
合
　
⇒
�「
申
告
書
」
と
「
種
類
別
明
細
書
（
増
加
資
産
・
全
資
産
用
）
」
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

・
申
告
す
る
資
産
が
な
い
場
合
　
⇒
�「
申
告
書
」
の
み
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�（
「
１
８
備
考
」
欄
の
「
２
．
該
当
資
産
な
し
」
に
〇
を
つ
け
、
　

電
話
番
号
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
）

４
　
前
年
度
ま
で
に
申
告
さ
れ
た
方

・
資
産
の
増
加
も
減
少
も
な
い
場
合
　
⇒
「
申
告
書
」
の
み
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�（
「
１
８
備
考
」
欄
の
「
１
．
増
減
な
し
」
に
○
を
つ
け
、
　

電
話
番
号
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
）

・
資
産
の
増
加
や
減
少
が
あ
る
場
合
　
⇒
　
�増
加
資
産
は
「
種
類
別
明
細
書
（
増
加
資
産
・
全
資
産
用
）」

に
記
入
し
、減
少
資
産
は「
種
類
別
明
細
書（
減
少
資
産
用
）」

に
記
入
し
て
「
申
告
書
」
と
あ
わ
せ
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
�　
令
和
６
年
1月
1日
現
在
所
有
し
て
い
る
資
産
と
、
同
封
の
「
償
却
資
産
種
類
別
一
覧
表
」
（
令
和

５
年
1月
1日
現
在
所
有
し
て
い
た
償
却
資
産
全
部
の
明
細
）
を
参
照
の
上
、
資
産
の
増
減
を
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。
申
告
も
れ
の
資
産
が
あ
れ
ば
、
あ
わ
せ
て
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

５
	
令
和
６
年
１
月
１
日
現
在
、
市
内
で
事
業
を
し
て
い
な
い
方

　
申
告
書
の
「
１
８
備
考
」
欄
に
、
記
入
例
の
よ
う
に
記
入
の
上
、
申
告
書
の
み
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

理
　

　
由

申
告

書
「

１
８

備
考

」
欄

の
記

入
例

倒
産

・
廃

業
「
３
．
倒
産
・
廃
業
」
に
○
を
つ
け
廃
業
等
の
年
月
日
を
記
入
。

市
外

転
出

「
４

．
そ

の
他

」
に

○
を

つ
け

、「
○

年
○

月
○

日
○

○
市

へ
転

出
」

と
記

入
。

個
人

死
亡

・
個

人
引

継
「

４
．

そ
の

他
」

に
○

を
つ

け
、「

○
年

○
月

○
日

　
本

人
死

亡
に

つ
き

○
○

○
○

が
資

産
引

継
ぎ

」
等

と
記

入
。

個
人

廃
業

・
法

人
設

立
「

４
．

そ
の

他
」

に
○

を
つ

け
「

○
年

○
月

○
日

法
人

設
立

。
法

人
名

○
○（

株
）」

等
と

記
入

。

休
業

「
４

．
そ

の
他

」
に

○
を

つ
け

「
○

年
○

月
○

日
休

業
」

と
記

入
。

市
内

事
業

所
な

し
「

４
．

そ
の

他
」

に
○

を
つ

け
「

明
石

市
内

に
事

業
所

な
し

。
登

記
簿

上
の

所
在

地
は

明
石

市
だ

が
○

○
市

で
営

業
」

等
と

記
入

。

６
	
電
子
申
告
さ
れ
る
方

　
eL
TA
X
（
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
・
地
方
税
ポ
ー
タ
ル
シ
ス
テ
ム
）
に
よ
り
、
所
定
の
手
続
き
に
し
た
が
っ

て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
か
ら
申
告
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

eL
TA
X
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
先

　
eL
TA
X
の
利
用
開
始
や
具
体
的
な
利
用
方
法
等
に
関
す
る
詳
細
に
つ
い
て
は
、
eL
TA
X
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
eL
TA
X
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
：
　
ht
tp
s:/
/w
w
w.
el
ta
x.l
ta
.g
o.
jp
/

　
な
お
eL
TA
X
ご
利
用
に
際
し
て
、
ご
不
明
な
点
等
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
eL
TA
X
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
	

「
よ
く
あ
る
ご
質
問
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
eL
TA
X
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
よ
く
あ
る
ご
質
問
」	
ht
tp
s:/
/e
lta
x.c
us
th
el
p.
co
m
/

－
 4

 －
－

 5
 －



Ⅱ
　
償
却
資
産
の
あ
ら
ま
し

１
	
償
却
資
産
と
は

　
固
定
資
産
税
が
課
税
さ
れ
る
償
却
資
産
と
は
、
土
地
と
家
屋
以
外
で
、
事
業
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で

き
る
有
形
減
価
償
却
資
産
で
、
そ
の
減
価
償
却
額
（
減
価
償
却
費
）
が
法
人
税
法
（
所
得
税
法
）
の
規
定

に
よ
る
所
得
の
計
算
上
、
損
金
（
必
要
な
経
費
）
に
算
入
さ
れ
る
も
の
で
す
。

　
た
だ
し
、
自
動
車
税
（
種
別
割
）・
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
の
対
象
と
な
る
車
両
や
、
一
括
償
却
資

産
は
除
か
れ
ま
す
。

２
	
申
告
の
対
象
と
な
る
も
の

　
①
　
耐
用
年
数
が
２
年
以
上
で
取
得
価
額
が
１
０
万
円
以
上
の
資
産

　
　
�　
た
だ
し
、
取
得
価
額
が
１
０
万
円
未
満
で
あ
っ
て
も
、
固
定
資
産
と
し
て
計
上
さ
れ
て
い
る
資
産

に
つ
い
て
は
申
告
対
象

　
②
�　
耐
用
年
数
を
経
過
し
た
資
産
で
、帳
簿
上
残
存
価
格
の
み
が
計
上
さ
れ
て
い
る
資
産
で
あ
っ
て
も
、

事
業
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
資
産

　
③
�
帳
簿
に
記
録
さ
れ
て
い
な
い
、
い
わ
ゆ
る
簿
外
資
産

　
④
�
遊
休
・
未
稼
働
で
あ
っ
て
も
、
事
業
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
資
産

　
⑤
�
減
価
償
却
を
行
っ
て
い
な
い
場
合
で
も
、
本
来
、
減
価
償
却
が
可
能
な
資
産

　
⑥
�
従
業
員
の
福
利
厚
生
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
設
備
、
備
品
な
ど
の
資
産

　
⑦
�
他
の
事
業
所
に
貸
し
付
け
て
い
る
資
産
（
い
わ
ゆ
る
リ
ー
ス
資
産
）

　
⑧
��
割
賦
購
入
資
産
で
、
割
賦
金
を
完
済
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
既
に
事
業
の
用
に
供
す
る

こ
と
が
で
き
る
資
産

　
⑨
�
資
産
の
価
値
を
増
加
さ
せ
る
た
め
に
し
た
修
理
、
改
良
な
ど
の
費
用

　
⑩
��
大
型
特
殊
自
動
車
（
車
両
番
号
の
分
類
番
号
が
「
０
、0
0～
09
、0
00
～
09
9」
「
９
、
90
～
99
、

90
0～
99
9」
の
も
の
）

　
⑪
�
テ
ナ
ン
ト
が
自
費
で
施
工
し
た
内
装
や
建
築
設
備

　
⑫
�
中
小
企
業
者
の
少
額
資
産
の
特
例
に
よ
り
損
金
算
入
し
た
30
万
円
未
満
の
資
産

※
�　
申
告
の
対
象
と
な
る
資
産
は
、「
法
人
税
確
定
申
告
書
の
別
表
１
６
（
１
）、
（
２
）、
（
減
価
償
却
資

産
の
計
算
に
関
す
る
明
細
書
）」
ま
た
は
「
所
得
税
確
定
申
告
書
の
減
価
償
却
の
計
算
欄
」
に
記
載
さ

れ
た
資
産
か
ら
、
固
定
資
産
税
が
課
税
さ
れ
る
家
屋
、自
動
車
税
（
種
別
割
）
お
よ
び
軽
自
動
車
税
（
種

別
割
）
が
課
税
さ
れ
る
も
の
を
除
い
た
内
容
と
お
お
む
ね
一
致
し
ま
す
。

※
�　
大
型
特
殊
自
動
車
な
ど
の
移
動
性
償
却
資
産
、
建
設
用
機
械
な
ど
の
可
動
性
償
却
資
産
の
、
主
た
る

定
置
場
が
明
石
市
の
場
合
は
、
明
石
市
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

３
	
申
告
の
対
象
と
な
ら
な
い
も
の

①
　
一
時
に
損
金
（
必
要
な
経
費
）
に
算
入
さ
れ
た
、
取
得
価
額
が
１
０
万
円
未
満
の
資
産

②
�　
３
年
間
で
一
括
し
て
損
金
（
必
要
な
経
費
）
に
算
入
さ
れ
た
、
取
得
価
額
が
２
０
万
円
未
満
の
資
産

（
い
わ
ゆ
る
一
括
償
却
資
産
）

③
　
自
動
車
税（
種
別
割
）が
課
税
さ
れ
る
自
動
車
、軽
自
動
車
税（
種
別
割
）が
課
税
さ
れ
る
軽
自
動
車

④
　
牛
、
馬
、
果
樹
そ
の
他
の
生
物
（
観
賞
用
や
興
行
用
の
動
植
物
は
申
告
対
象
）

⑤
　
無
形
固
定
資
産
（
電
話
加
入
権
、
特
許
権
、
実
用
新
案
権
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
な
ど
）

⑥
　
家
庭
用
に
の
み
使
用
さ
れ
る
資
産
（
家
庭
と
事
業
で
共
用
さ
れ
る
資
産
は
申
告
対
象
）

⑦
　
土
地
、
家
屋

⑧
　
た
な
卸
資
産
（
商
品
、
製
品
、
半
製
品
、
消
耗
品
で
貯
蔵
中
の
も
の
な
ど
）

⑨
　
繰
延
資
産
（
創
業
費
、
開
業
費
な
ど
）

⑩
�　
リ
ー
ス
を
受
け
て
い
る
資
産（
無
償
譲
渡
さ
れ
る
資
産
や
、割
賦
販
売
で
購
入
さ
れ
る
資
産
は
申
告
対
象
）

４
	
少
額
資
産
等
の
取
扱
い

少
額

償
却

資
産

の
国

税
で

の
会

計
処

理
固

定
資

産
税

で
の

取
扱

い
①

　
 １

０
万

円
未

満
の

資
産

の
う

ち
、

一
時

に
損

金
（

必
要

な
経

費
）

に
算

入
さ

れ
た

も
の

課
税

対
象

外
、

申
告

不
要

②
　

 ２
０

万
円

未
満

の
資

産
の

う
ち

、
３

年
で

均
等

償
却

さ
れ

た
も

の
　

　
（

一
括

償
却

資
産

）
課

税
対

象
外

、
申

告
不

要

③
　

個
別

償
却

課
税

対
象

、
申

告
必

要
※
�　
①
②
に
つ
い
て
は
、
令
和
４
年
４
月
１
日
以
降
に
取
得
し
た
資
産
の
う
ち
、
貸
付
（
主
要
な
事
業
と
し
て
行

わ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
用
に
供
す
る
も
の
は
、
除
外
さ
れ
ま
す
。

※
�　
国
税
に
お
い
て
、
中
小
企
業
者
等
が
、
取
得
価
額
３
０
万
円
未
満
の
減
価
償
却
資
産
を
取
得
し
、
取
得
価
額

の
全
額
を
損
金
に
算
入
す
る
特
例
適
用
を
受
け
た
資
産
に
つ
い
て
は
、
固
定
資
産
税
に
お
い
て
は
適
用
さ
れ
ま

せ
ん
の
で
申
告
が
必
要
で
す
。

５
	
償
却
資
産
の
種
類
と
主
な
事
例

資
産

の
種

類
内

　
　

　
　

　
　

　
容

構
築

物
門

、塀
、ド

ッ
ク

、緑
化

施
設

、煙
突

、広
告

塔
、舗

装
路

面（
駐

車
場

の
舗

装
も

含
む

）、
賃

貸
ビ

ル
な

ど
に

附
加

さ
れ

た
内

装
と

建
物

附
属

設
備

な
ど

機
械

及
び

装
置

機
械

式
駐

車
場

設
備

、
太

陽
光

発
電

設
備

、
土

木
建

設
機

械
（

ブ
ル

ド
ー

ザ
ー

、
パ

ワ
ー

シ
ョ

ベ
ル

）
、

運
搬

設
備

（
ク

レ
ー

ン
な

ど
）

各
種

産
業

用
機

械
及

び
装

置
な

ど
船

舶
客

船
、

貨
物

船
、

モ
ー

タ
ー

ボ
ー

ト
、

漁
船

な
ど

航
空

機
飛

行
機

、
ヘ

リ
コ

プ
タ

ー
、

グ
ラ

イ
ダ

ー
な

ど

車
両

及
び

運
搬

具
フ

ォ
ー

ク
リ

フ
ト

、
シ

ョ
ベ

ル
ロ

ー
ダ

ー
、

コ
ン

バ
イ

ン
、

ト
ラ

ク
タ

ー
な

ど
の

大
型

特
殊

自
動

車
、

台
車

な
ど

（
自

動
車

税
の

種
別

割
・

軽
自

動
車

税
の

種
別

割
対

象
と

な
る

車
両

は
申

告
不

要
で

す
。

）

工
具

、
器

具
及

び
備

品

取
付

工
具

、
レ

ジ
ス

タ
ー

、
ス

テ
レ

オ
、

ロ
ッ

カ
ー

、
金

庫
、

陳
列

ケ
ー

ス
、

厨
房

用
品

、テ
レ

ビ
、

冷
暖

房
用

機
器

、パ
ソ

コ
ン

、ネ
オ

ン
サ

イ
ン

、理
容

・
美

容
機

器
、

医
療

機
器

、
冷

蔵
庫

な
ど

－
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６
	
家
屋
の
建
築
設
備
と
償
却
資
産
の
区
分

　
家
屋
の
建
築
設
備
に
つ
い
て
は
、
家
屋
に
取
り
付
け
ら
れ
、
家
屋
と
構
造
上
一
体
と
な
っ
て
家
屋
の
効

用
を
高
め
る
も
の
は
、
原
則
と
し
て
家
屋
に
含
め
て
取
り
扱
い
ま
す
。
下
の
表
が
償
却
資
産
と
家
屋
の
一

般
的
な
区
分
の
例
示
で
す
。
償
却
資
産
と
す
る
も
の
は
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
償
却
資
産
と
す

る
も
の
で
も
、
既
に
家
屋
に
含
め
て
評
価
さ
れ
て
い
る
場
合
は
申
告
の
対
象
外
で
す
。

設
備

の
種

類
償

却
資

産
と

す
る

も
の

家
屋

に
含

め
る

も
の

発
変

電
設

備
自

家
用

発
電

設
備

・
受

変
電

設
備

な
ど

（
配

線
な

ど
を

含
む

）
動

力
用

配
線

配
管

設
備

特
定

の
生

産
ま

た
は

業
務

用
設

備
左

記
以

外
の

も
の

電
灯

照
明

設
備

ネ
オ

ン
サ

イ
ン

、
投

光
器

、
ス

ポ
ッ

ト
ラ

イ
ト

、
水

銀
灯

な
ど

の
屋

外
照

明
設

備
屋

内
照

明
設

備
配

分
電

盤
電

話
設

備
電

話
機

、
交

換
機

な
ど

の
装

置
・

器
具

類
配

線

イ
ン

タ
ー

ホ
ー

ン
設

備
イ

ン
タ

ー
ホ

ー
ン

器
具

、
マ

イ
ク

ロ
ホ

ン
、

ア
ン

プ
な

ど
の

装
置

・
器

具
類

配
線

電
気

時
計

設
備

時
計

、
配

電
盤

な
ど

の
装

置
・

器
具

類
配

線
火

災
通

報
装

置
屋

外
の

装
置

（
配

線
を

含
む

）
屋

内
の

装
置

消
火

装
置

消
火

栓
設

備
の

ホ
ー

ス
・

ノ
ズ

ル
、

消
火

器
消

火
栓

設
備

ス
プ

リ
ン

ク
ラ

ー
中

央
監

視
制

御
装

置
制

御
装

置
ー

式
（

配
線

な
ど

を
含

む
）

し
尿

浄
化

槽
設

備
家

屋
と

一
体

と
な

っ
て

い
な

い
設

備
家

屋
と

一
体

と
な

っ
て

い
る

設
備

給
湯

設
備

局
所

式
給

湯
設

備
中

央
式

給
湯

設
備

ガ
ス

設
備

給
排

水
設

備
特

定
の

生
産

ま
た

は
業

務
用

設
備

（
配

管
な

ど
を

含
む

）
、

屋
外

設
備

左
記

以
外

の
設

備

冷
暖

房
設

備
可

動
式

の
パ

ッ
ケ

ー
ジ

エ
ア

コ
ン

、
ル

ー
ム

ク
ー

ラ
ー

な
ど

家
屋

と
一

体
と

な
っ

て
い

る
設

備
厨

房
設

備
洗

濯
設

備
炊

飯
器

、洗
濯

機
な

ど
の

顧
客

の
求

め
に

応
じ

る（
百

貨
店

、
旅

館
、

飲
食

店
、

病
院

な
ど

）
サ

ー
ビ

ス
設

備
サ

ー
ビ

ス
設

備
以

外
の

設
備

運
搬

設
備

 
生

産
ラ

イ
ン

用
リ

フ
ト

、
工

場
な

ど
の

ベ
ル

ト
コ

ン
ベ

ア
ー

エ
レ

ベ
ー

タ
ー

、リ
フ

ト
、

エ
ス

カ
レ

ー
タ

ー
設

備
店

舗
な

ど
の

事
業

用
造

作
設

備
カ

ウ
ン

タ
ー

、
陳

列
棚

、
簡

易
間

仕
切

り
な

ど
で

容
易

に
取

り
外

し
の

で
き

る
も

の
避

雷
設

備
、換

気
設

備
衛

生
設

備
設

備
ー

式

太
陽

光
発

電
設

備
架

台
に

乗
せ

て
屋

根
に

設
置

し
て

い
る

も
の

、
家

屋
以

外
の

場
所

に
設

置
し

て
い

る
も

の

家
屋

に
一

体
の

建
材

（
屋

根
材

等
）

と
し

て
使

用
し

て
い

る
パ

ネ
ル

�
�

７
	
テ
ナ
ン
ト
の
内
装

　
貸
ビ
ル
、
貸
店
舗
な
ど
で
、
賃
借
人
な
ど
家
屋
の
所
有
者
と
異
な
る
方
（
い
わ
ゆ
る
テ
ナ
ン
ト
）
が
、

自
費
で
施
工
し
取
得
し
た
内
装
・
建
物
附
属
設
備
な
ど
は
、
テ
ナ
ン
ト
側
の
償
却
資
産
と
し
て
取
り
扱
い

ま
す
の
で
、
テ
ナ
ン
ト
の
方
か
ら
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

（
地

方
税

法
第

34
3条

第
10

項
）

８
	
国
税
と
固
定
資
産
税
の
取
扱
い
の
相
違

項
　

目
国

税
の

取
扱

い
固

定
資

産
税

の
取

扱
い

償
却

計
算

の
期

間
事

業
年

度
賦

課
期

日
（

１
月

１
日

）

減
価

償
却

の
方

法
定

率
法

・
定

額
法

の
選

択
制

度
定

率
法

前
年

中
の

新
規

取
得

資
産

月
割

償
却

評
価

額
は

半
年

償
却

（
１

/２
）

圧
縮

記
帳

の
制

度
○

×

特
別

償
却

・
割

増
償

却
制

度
（

租
税

特
別

措
置

法
）

○
×

増
加

償
却

（
所

得
税

、
法

人
税

）
○

○

陳
腐

化
償

却
（

耐
用

年
数

の
短

縮
）

○
○

評
価

額
の

最
低

限
度

備
忘

価
額

１
円

ま
で

取
得

価
額

の
１

０
０

分
の

５

改
良

費
原

則
区

分
評

価
区

分
評

価

�
○

 
�認
め
ら
れ
ま
す
　
　
　
×

 
�認
め
ら
れ
ま
せ
ん

※
�　
固
定
資
産
税
で
の
取
扱
い
で
は
、
圧
縮
記
帳
の
制
度
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
、
国
庫
補
助
金
な
ど
で
取
得
し
た

資
産
で
取
得
価
額
を
圧
縮
し
た
も
の
は
、
圧
縮
前
の
価
額
を
取
得
価
額
と
し
て
く
だ
さ
い
。

９
	
実
地
調
査
の
お
願
い

　
申
告
書
受
付
後
、申
告
内
容
を
確
認
す
る
た
め
に
地
方
税
法
第
35
4条
の
２
に
基
づ
く
国
税
資
料
と

の
突
合
の
ほ
か
、
地
方
税
法
第
４
０
８
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
実
地
調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。
そ
の
際
、
国
税
申
告
書
添
付
書
類
〔
減
価
償
却
資
産
内
訳
・
明
細
書
（
写
）
、
ま

た
は
、
減
価
償
却
資
産
の
計
算
書
（
写
）
〕
等
の
提
出
や
閲
覧
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
調
査
等

に
伴
っ
て
修
正
申
告
を
し
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
�　
正
当
な
理
由
が
な
く
調
査
に
協
力
さ
れ
な
い
場
合
は
、
地
方
税
法
第
３
５
４
条
の
規
定
に
よ
り
罰
金

等
が
科
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

１
０
　
固
定
資
産
（
償
却
資
産
）
課
税
台
帳
の
閲
覧

　
固
定
資
産
（
償
却
資
産
）
課
税
台
帳
の
閲
覧
は
、
縦
覧
期
間
中
（
４
月
１
日
か
ら
第
１
期
納
期
限
ま

で
）
は
無
料
で
す
。
縦
覧
期
間
以
外
は
、
１
件
３
０
０
円
で
す
。
閲
覧
さ
れ
る
方
の
本
人
確
認
書
類
が
必

要
で
す
。
ま
た
、
代
理
人
の
方
や
法
人
の
使
者
等
の
方
が
閲
覧
す
る
場
合
は
、
承
諾
書
等
の
代
理
を
証
す

る
書
面
が
必
要
で
す
。
な
お
、
償
却
資
産
の
一
品
ご
と
の
明
細
表
も
ご
確
認
い
た
だ
け
ま
す
。
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Ⅲ
　
償
却
資
産
の
評
価
と
課
税
の
仕
組
み

１
	
評
価
額
の
計
算
方
法

　
申
告
さ
れ
た
資
産
に
つ
い
て
、
取
得
年
月
、
取
得
価
額
、
耐
用
年
数
に
応
じ
て
、
次
の
表
の
と
お
り

１
件
ず
つ
評
価
額
を
計
算
し
ま
す
。

　
た
だ
し
、計
算
結
果
が
取
得
価
額
の
５
％
を
下
回
る
場
合
は
、取
得
価
額
の
５
％
が
評
価
額
と
な
り
ま
す
。

区
　

　
　

　
分

評
　

価
　

額

前
年

中
に

取
得

さ
れ

た
資

産
取

得
価

額
×

（
１

－
減

価
率

×
1／

２
）

 
※

1 
次

ペ
ー

ジ
の

表
中

（
Ａ

）

前
年

前
に

取
得

さ
れ

た
資

産
前

年
度

評
価

額
×

（
１

－
減

価
率

）
 

※
2 

次
ペ

ー
ジ

の
表

中
（

Ｂ
）

※
3　
「
減
価
率
×
l／
２
」は
小
数
点
以
下
第
３
位
ま
で

※
4　
�減
価
率
は
耐
用
年
数
ご
と
に
異
な
り
ま
す
。
次
ペ
ー
ジ
「
３
　
定
率
法
に
よ
る
減
価
率
と
減
価
残

存
率
」
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

２
	
税
額
の
計
算
方
法
・
免
税
点

　
上
記
１
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
評
価
額
が
課
税
標
準
額
と
な
り
、
こ
れ
に
税
率
（
1．
４
%
）
を
か
け
た

も
の
が
税
額
で
す
。

　
た
だ
し
、
課
税
標
準
の
特
例
が
適
用
さ
れ
る
場
合
は
、
課
税
標
準
の
特
例
に
よ
り
軽
減
さ
れ
る
額
を
差

し
引
い
た
額
が
課
税
標
準
額
に
な
り
ま
す
。

　
免
税
点
・
・
・
課
税
標
準
額
の
合
計
額
が
１
５
０
万
円
未
満
の
場
合
は
、
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。

税
額
＝
課
税
標
準
額
×
税
率
（
1.
4
／
10
0）

＜
令
和
５
年
６
月
取
得
の
取
得
価
額
20
0万
円
の
器
具
（
耐
用
年
数
10
年
）
の
み
所
有
す
る
場
合
＞

　
令
和
６
年
度
評
価
額
　
1,
79
4,
00
0円
（
20
0万
円
×0
.8
97
）
＝
課
税
標
準
額

�　
課
税
標
準
額
に
税
率
を
か
け
25
,1
16
円
（
1,
79
4,
00
0円
×
1.
4/
10
0）
。税
額
の
10
0円
未
満
は
切
り
捨

て
ら
れ
る
の
で
、
25
,1
00
円
が
令
和
６
年
度
の
税
額
に
な
り
ま
す
。

　
ち
な
み
に
、
令
和
７
年
度
は
評
価
額
1,
42
4,
43
6円
（
1,
79
4,
00
0円
×0
.7
94
）＝
課
税
標
準
額
と
な
り
、

15
0万
円
未
満
な
の
で
課
税
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
た
だ
し
、
他
に
も
品
目
が
あ
り
、
そ
の
合
計
が
15
0万
円
以
上
で
あ
れ
ば
課
税
に
な
り
ま
す
。

※
1

※
2

税
額
の
計
算
例

３
	
定
率
法
に
よ
る
減
価
率
と
減
価
残
存
率

耐 用 年 数
減

価
率

減
価

残
存

率
耐 用 年 数

減
価

率

減
価

残
存

率

前
年

中
取

得
の

も
の

（
Ａ

）
前

年
前

取
得

の
も

の
（

Ｂ
）

前
年

中
取

得
の

も
の

（
Ａ

）
前

年
前

取
得

の
も

の
（

Ｂ
）

1－
減

価
率

/2
1－

減
価

率
1－

減
価

率
/2

1
－

減
価

率

２
0.

68
4

0.
65

8
0.

31
6

２
５

0.
08

8
0.

95
6

0.
91

2

３
0.

53
6

0.
73

2
0.

46
4

２
６

0.
08

5
0.

95
7

0.
91

5

４
0.

43
8

0.
78

1
0.

56
2

２
７

0.
08

2
0.

95
9

0.
91

8

５
0.

36
9

0.
81

5
0.

63
1

２
８

0.
07

9
0.

96
0

0.
92

1

６
0.

31
9

0.
84

0
0.

68
1

２
９

0.
07

6
0.

96
2

0.
92

4

７
0.

28
0

0.
86

0
0.

72
0

３
０

0.
07

4
0.

96
3

0.
92

6

８
0.

25
0

0.
87

5
0.

75
0

３
１

0.
07

2
0.

96
4

0.
92

8

９
0.

22
6

0.
88

7
0.

77
4

３
２

0.
06

9
0.

96
5

0.
93

1

１
０

0.
20

6
0.

89
7

0.
79

4
３

３
0.

06
7

0.
96

6
0.

93
3

１
１

0.
18

9
0.

90
5

0.
81

1
３

４
0.

06
6

0.
96

7
0.

93
4

１
２

0.
17

5
0.

91
2

0.
82

5
３

５
0.

06
4

0.
96

8
0.

93
6

１
３

0.
16

2
0.

91
9

0.
83

8
３

６
0.

06
2

0.
96

9
0.

93
8

１
４

0.
15

2
0.

92
4

0.
84

8
３

７
0.

06
0

0.
97

0
0.

94
0

１
５

0.
14

2
0.

92
9

0.
85

8
３

８
0.

05
9

0.
97

0
0.

94
1

１
６

0.
13

4
0.

93
3

0.
86

6
３

９
0.

05
7

0.
97

1
0.

94
3

１
７

0.
12

7
0.

93
6

0.
87

3
４

０
0.

05
6

0.
97

2
0.

94
4

１
８

0.
12

0
0.

94
0

0.
88

0
４

１
0.

05
5

0.
97

2
0.

94
5

１
９

0.
11

4
0.

94
3

0.
88

6
４

２
0.

05
3

0.
97

3
0.

94
7

２
０

0.
10

9
0.

94
5

0.
89

1
４

３
0.

05
2

0.
97

4
0.

94
8

２
１

0.
10

4
0.

94
8

0.
89

6
４

４
0.

05
1

0.
97

4
0.

94
9

２
２

0.
09

9
0.

95
0

0.
90

1
４

５
0.

05
0

0.
97

5
0.

95
0

２
３

0.
09

5
0.

95
2

0.
90

5
５

０
0.

04
5

0.
97

7
0.

95
5

２
４

0.
09

2
0.

95
4

0.
90

8
５

５
0.

04
1

0.
97

9
0.

95
9

【
ご
注
意
】

税
法
改
正
に
よ
っ
て
、
計
算
方
法
等
が
変
更
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

－
 1

0 
－

－
 1

1 
－



４
	
非
課
税

　
地
方
税
法
第
３
４
８
条
等
に
規
定
す
る
資
産
に
つ
い
て
は
、
非
課
税
と
な
り
ま
す
。
該
当
す
る
資
産
を

所
有
さ
れ
て
い
る
方
は
、
そ
れ
を
証
明
す
る
関
係
書
類
と
「
固
定
資
産
税
非
課
税
申
告
書
」
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

（
例
）
漁
業
協
同
組
合
、
漁
業
生
産
組
合
及
び
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
が
所
有
し
、
か
つ
、
政
令
で
定
め

る
漁
船
用
燃
料
の
貯
蔵
施
設
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
で
政
令
で
定
め
る
も
の
。

５
	
課
税
標
準
の
特
例

　
地
方
税
法
第
３
４
９
条
の
３
、
本
法
附
則
第
１
５
条
等
に
規
定
す
る
資
産
に
つ
い
て
は
、
課
税
標
準
の

特
例
が
適
用
さ
れ
、
税
負
担
の
軽
減
が
図
ら
れ
ま
す
。
該
当
す
る
資
産
を
所
有
さ
れ
て
い
る
方
は
、
そ
れ

を
証
明
す
る
関
係
書
類
と
、
「
固
定
資
産
税
課
税
標
準
の
特
例
適
用
申
請
書
」
（
必
要
な
場
合
は
ご
連
絡

下
さ
い
。
）
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
主
な
も
の
は
次
の
と
お
り
で
す
。

（
一
部
抜
粋
）

適
用

条
項

特
例

が
適

用
さ

れ
る

施
設

・
資

産
課

税
率

本 法 附 則 第 １ ５ 条

第 ２ 項

第
1

号
水

質
汚

濁
防

止
法

に
規

定
す

る
特

定
施

設
等

の
汚

水
又

は
廃

液
の

処
理

施
設

で
総

務
省

令
で

定
め

る
も

の
1

／
2

第
2

号
廃

棄
物

の
処

理
及

び
清

掃
に

関
す

る
法

律
に

規
定

す
る

ご
み

処
理

施
設

で
総

務
省

令
で

定
め

る
も

の
1

／
2

第
4

号
廃

棄
物

の
処

理
及

び
清

掃
に

関
す

る
法

律
に

規
定

す
る

産
業

廃
棄

物
処

理
施

設
で

総
務

省
令

で
定

め
る

も
の

1
／

2
ま

た
は

1
／

3

第
5

号
下

水
道

法
に

規
定

す
る

公
共

下
水

道
を

使
用

す
る

者
が

設
置

し
た

除
害

施
設

で
総

務
省

令
で

定
め

る
も

の
４

／
５

第
32

項
補

助
開

始
対

象
期

間
に

政
府

の
補

助
で

総
務

省
令

に
定

め
る

も
の

を
受

け
た

者
が

取
得

し
た

特
定

事
業

所
内

保
育

施
設

の
用

に
供

す
る

固
定

資
産

で
政

令
で

定
め

る
も

の

補
助

開
始

日
の

属
す

る
年

の
翌

年
か

ら
5

年
度

分
　

1
／

3

第
45

項

中
小

事
業

者
等

が
、

適
用

期
間

内
に

中
小

企
業

等
経

営
強

化
法

に
規

定
す

る
認

定
先

端
設

備
等

導
入

計
画

に
従

っ
て

取
得

し
た

先
端

設
備

等
に

該
当

す
る

機
械

及
び

装
置

、
工

具
、

器
具

及
び

備
品

並
び

に
建

物
附

属
設

備

※
　
�上
記
の
表
は
令
和
５
年
度
の
税
法
改
正
に
沿
っ
て
い
ま
す
が
、
資
産
の
種
類
・
取
得
時
期
に
よ
っ
て
は
改
正

前
の
税
法
に
よ
る
特
例
が
適
用
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
　
�令
和
６
年
度
の
税
法
改
正
に
よ
り
、
特
例
の
適
用
規
定
が
変
更
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

参
考
２
　
主
な
償
却
資
産
の
耐
用
年
数
表

資
産

種
類

資
　

産
　

名
　

称
耐

用

年
数

資
　

産
　

名
　

称
耐

用

年
数

資
　

産
　

名
　

称
耐

用

年
数

構
築

物

電
気

設
備（

照
明

含
む

）
給

排
水

衛
生

ガ
ス

設
備

エ
ス

カ
レ

ー
タ

ー
工

場
緑

化
施

設
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
舗

装
路

面
金

属
造

以
外

の
広

告
塔

金
属

造
広

告
塔

１
５

１
５

１
５ ７

１
０

１
０

２
０

エ
レ

ベ
ー

タ
ー

金
属

製
日

除
け

金
属

製
以

外
の

日
除

け
通

信
用

光
フ

ァ
イ

バ
ー

線
露

天
式

立
体

駐
車

設
備

コ
ン

ク
リ

ー
ト

舗
装

路
面

１
７

１
５ ８

１
０

１
５

１
５

簡
易

可
動

間
仕

切
り

金
属

造
打

込
み

井
戸

庭
園

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

塀
ブ

ロ
ッ

ク
塀

街
路

灯・
ガ

ー
ド

レ
ー

ル

３
１

０
２

０
３

０
１

５
１

０

機
械

及
び

装
置

食
料

品
製

造
用

設
備

家
具

、装
飾

品
製

造
用

設
備

デジ
タル

印
刷

シス
テム

設
備

印
刷

設
備

農
業

用
設

備

１
０

１
１ ４

１
０ ７

漁
業

用
設

備
水

産
養

殖
用

設
備

自
動

車
整

備
用

設
備

ガ
ソ

リ
ン

ス
タ

ン
ド

設
備

宿
泊

業
用

設
備

５ ５
１

５ ８
１

０

飲
食

店
業

用
設

備
飲

食
料

品
小

売
業

用
設

備
洗

濯
業

、理
容

業
、美

容
業

、
浴

場
業

用
設

備
機

械
式

駐
車

設
備

太
陽

光
発

電
設

備

８ ９
１

３

１
０

１
７

船
舶

モ
ー

タ
ー

ボ
ー

ト
引

き
船

４
１

０
漁

　
船

（
20

ｔ
未

満
）

木
船

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

・
FR

P船
８ ５

航
空

機
ヘ

リ
コ

プ
タ

ー
グ

ラ
イ

ダ
ー

５ ５
飛

行
機

で
最

大
離

陸
重

量
が

5.
7ｔ

以
下

 
5.

7ｔ
超

過
13

0.
0ｔ

以
下

５ ８

車
両

及
び

運
搬

具
台

　
車

　
金

属
製

の
も

の
　

そ
の

他
の

も
の

７ ４

工
具

、器
具

及
び

備
品

治
具

、
取

付
工

具
金

属
加

工
用

金
型

切
削

工
具

事
務

机
、

事
務

い
す

接
客

業
用

応
接

セ
ッ

ト
パ

チ
ン

コ
器

パ
チ

ス
ロ

器
看

板
、

ネ
オ

ン
サ

イ
ン

パ
ソ

コ
ン

パ
ソ

コ
ン

（
サ

ー
バ

ー
用

）

プ
リ

ン
タ

ー
フ

ァ
ク

シ
ミ

リ

３ ２ ２
１

５ ５ ２ ３ ３ ４ ５ ５ ５

コ
ピ

ー
機

冷
蔵

庫
・

冷
凍

庫
陳

列
棚

（
冷

凍
・

冷
蔵

機
付

）

自
動

販
売

機
テ

レ
ビ

カ
メ

ラ
、

映
写

機
厨

房
用

品
理

容
・

美
容

機
器

音
響

機
器

放
送

用
設

備
ガ

ス
湯

沸
器

冷
暖

房
機

器

５ ６ ６ ５ ５ ５ ５ ５ ５ ６ ６ ６

消
毒

殺
菌

用
機

器
手

術
機

器
レ

ン
ト

ゲ
ン

フ
ァ

イ
バ

ー
ス

コ
ー

プ
歯

科
診

療
用

ユ
ニ

ッ
ト

ベ
ッ

ド
漁

具
葬

儀
用

具
楽

器
無

人
駐

車
管

理
装

置
レ

ジ
ス

タ
ー

金
庫

（
手

さ
げ

以
外

）

４ ５ ６ ６ ７ ８ ３ ３ ５ ５ ５
２

０

賃
上

げ
の

表
明

設
備

の
取

得
時

期
適

用
期

間
課

税
率

な
し

令
和

5
年

4
月

1
日

か
ら

令
和

7
年

3
月

31
日

3
年

間
1

／
2

あ
り

令
和

5
年

4
月

1
日

か
ら

令
和

6
年

3
月

31
日

5
年

間
1

／
3

あ
り

令
和

6
年

4
月

1
日

か
ら

令
和

7
年

3
月

31
日

4
年

間
1

／
3

－
 1

2 
－

－
 1

3 
－



Ⅳ
　
償
却
資
産
申
告
書
等
の
記
入
例

１
　
償
却
資
産
申
告
書（
償
却
資
産
課
税
台
帳
）

申
告

書
を

提
出

す
る

年
月

日
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

①
　

電
話

番
号

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

　
住
所
に
変
更
が

あ
れ
ば
訂
正
し
て

く
だ
さ
い
。

②
　

法
人

の
場

合
は

代
表

者
名

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

　
屋

号
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
　

氏
名

に
変

更
が

あ
れ

ば
訂

正
し

て
く

だ
さ

い
。

③
　

個
人

の
方

は
12

桁
の

個
人

番
号

を
、法

人
に

あ
っ

て
は

13
桁

の
法

人
番

号
を

右
づ

め
で

記
入

して
くだ

さ
い

。

④
　

事
業

の
種

目
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
複

数
の

事
業

を
行

う
場

合
に

は
、

主
た

る
事

業
種

目
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
法

人
の

場
合

は
資

本
金

等
も

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

⑤
　

事
業

を
開

始
し

た
年

月
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

⑥
　

こ
の

申
告

に
応

答
さ

れ
る

方
の

係
名

、氏
名

、電
話

番
号

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

⑦
　

経
理

を
委

託
し

て
い

る
税

理
士

等
の

氏
名

、電
話

番
号

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

（
イ

）
前

年
前

に
取

得
し

た
資

産
の

取
得

価
額

の
合

計
額

を
、

資
産

の
種

類
別

に
記

載
し

て
い

ま
す

。
こ
の
額
は
、
前
年
度
の
申
告
書
の

（
二

）
の
欄
の
額
と
同
じ
で
す
。

（
口

）
前

年
中

に
減

少
し

た
資

産
の

取
得

価
額

の
合

計
額

を
、

資
産

の
種

類
別

に
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。こ
の
欄
の
合
計
額
は「
種

類
別
明
細
書
（
減
少
資
産
用
）
」
の
取
得

価
額
の
合
計
額
と
同
じ
で
す
。

（
ハ

）
前

年
中

に
取

得
し

た
資

産
の

取
得

価
額

の
合

計
額

を
、

資
産

の
種

類
別

に
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。
こ
の
欄
の
合
計
額
は
「
種
類

別
明
細
書
（
増
加
資
産
用
）
」
の
取
得
価
額

の
合
計
額
と
同
じ
で
す
。

（
二

）
 （（

イ
）

前
年

前
に

取
得

し
た

も
の

）
－（

（
口

）前
年

中
に

減
少

し
た

も
の

）
＋（

（
ハ

）前
年

中
に

取
得

し
た

も
の

）
に

よ
っ

て
算

出
し

た
、

取
得

価
額

の
合

計
額

を
資

産
の

種
類

別
に

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

⑧
　

国
税

局
長

の
承

認
を

受
け

、
耐

用
年

数
の

短
縮

を
行

っ
て

い
る

資
産

の
有

無
に

つ
い

て
、

該
当

す
る

方
に

○
を

つ
け

て
く

だ
さ

い
。

　
有

の
場

合
、

「
承

認
通

知
書

」
の

写
し

を
添

付
し

て
く

だ
さ

い
。

⑨
　

税
務

署
長

に
増

加
償

却
の

届
出

を
行

っ
て

い
る

資
産

の
有

無
に

つ
い

て
、

該
当

す
る

方
に

○
を

つ
け

て
く

だ
さ

い
。

有
の

場
合

、
「

届
出

書
」

の
写

し
を

添
付

し
て

く
だ

さ
い

。

⑩
⑪

　
非

課
税

や
課

税
標

準
の

特
例

に
該

当
す

る
資

産
の

有
無

に
つ

い
て

、
該

当
す

る
方

に
○

を
つ

け
て

く
だ

さ
い

。
有

の
場

合
、

「
固

定
資

産
税

非
課

税
申

告
書

」
ま

た
は

「
固

定
資

産
税

課
税

標
準

の
特

例
適

用
申

請
書

」
を

提
出

し
て

く
だ

さ
い

。

⑫
　

租
税

特
別

措
置

法
の

規
定

に
よ

る
特

別
償

却
と

、
法

人
税

法
（

所
得

税
法

）
の

規
定

に
よ

る
圧

縮
記

帳
の

有
無

に
つ

い
て

、
該

当
す

る
方

に
○

を
つ

け
て

く
だ

さ
い

。
　

た
だ

し
、
特
別
償
却
、
圧
縮
記
帳
は
、
償
却
資
産
の
評
価
で
は
認
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

⑬
　

税
務

会
計

上
の

償
却

方
法

に
つ

い
て

、
該

当
す

る
方

に
○

を
つ

け
て

く
だ

さ
い

。

⑭
　

青
色

申
告

の
有

無
に

つ
い

て
、

該
当

す
る

方
に

○
を

つ
け

て
く

だ
さ

い
。

⑮
 　

明
石

市
内

に
あ

る
事

業
所

等
資

産
の

所
在

地
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
　

複
数

あ
る

場
合

は
、

主
た

る
所

在
地

の
番

号
に

○
を

つ
け

て
く

だ
さ

い
。

⑯
　

借
用

資
産

の
有

無
に

つ
い

て
、

該
当

す
る

方
に

○
を

つ
け

て
く

だ
さ

い
。

　
借

用
資

産
が

あ
る

場
合

は
、

貸
主

の
名

称
、

資
産

名
な

ど
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

⑰
　

事
業

所
用

家
屋

の
所

有
区

分
に

つ
い

て
、

該
当

す
る

方
に

○
を

つ
け

て
く

だ
さ

い
。

⑱
　

前
年

中
に

資
産

の
異

動
が

な
か

っ
た

場
合

は
、
「
1．
増
減
な
し
」
に
○

を
つ

け
て

く
だ

さ
い

。
　

申
告

す
べ

き
資

産
が

な
い

場
合

は
、「
2．
該
当
資
産
な
し
」
に
○

を
つ

け
て

く
だ

さ
い

。
　

法
人

の
場

合
、

決
算

月
を

「
４

．
そ

の
他

」
の

欄
に

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
　
倒
産
・
廃
業
等
の
場
合
、「
3．
倒
産
・
廃
業
」
に
○
を
つ
け
、
廃
業
等
の
年
月
日
を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

　
次

の
事

項
に

該
当

す
る

場
合

は
、
「
4．
そ
の
他
」
に
○
を
つ
け
、
下
記
等
を
記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
　

１
　

添
付

書
類

が
あ

る
場

合
、

そ
の

書
類

の
名

称
　

２
　

課
税

標
準

の
特

例
や

非
課

税
に

該
当

す
る

資
産

を
所

有
す

る
場

合
、そ

の
適

用
条

項
。

　
３

 　
前

年
中

に
所

有
者

の
住

所
、

氏
名

に
異

動
が

あ
っ

た
場

合
、

異
動

年
月

日
と

旧
の

住
所

、
氏

名
な

ど
参

考
と

な
る

事
項

。
　

４
 　

償
却

資
産

が
災

害
そ

の
他

の
事

故
に

よ
り

、
著

し
く

損
傷

す
る

な
ど

、
特

別
の

事
由

に
よ

り
、そ

の
価

額
が

著
し

く
低

下
し

た
場

合
に

は
、そ

の
価

額
の

低
下

の
程

度
。

　
５

　
そ

の
他

、
こ

の
申

告
に

必
要

な
事

項
や

、
償

却
資

産
の

評
価

の
参

考
と

な
る

事
項

。

－
 1

4 
－

－
 1

5 
－

６
１

１
６

０
７
８
－
９
１
２

－
１
１
１
１

０
７
８
－
９
１
２

－
１
１
１
１

０
７
８
－
９
１
８
－
５
０
１
５

１
,０

０
０
,０

０
０

２
,０

０
０
,０

０
０

２
７
,０

０
０
,０

０
０

１
２

３
４

５
６

７
８

９
０

１
２

３

１
,６

４
０
,０

０
０

２
,２

４
０
,０

０
０

１
３
,８

０
０
,０

０
０

６
,０

０
０
,０

０
０

４
,８

０
０
,０

０
０

２
０
,５

０
０
,０

０
０

３
１
,０

０
０
,０

０
０

７
,４

４
０
,０

０
０

２
４
,７

４
０
,０

０
０

７
７
,８

０
０
,０

０
０

代
表

取
締

役
社

長

総
合

建
設

業

経
理

係
　
西

明
石

 一
郎

兵
庫

　
三

郎

明
石

市
中

崎
１
－
５
－
１

中
崎

信
販

（
株

）

自
動

販
売

機
 ３

台

決
算

月
 ３

月

明
石

市
大

久
保

町
大

窪
６
１２

－１

明
石

市
魚

住
町

西
岡

５
０
０
－１

２
０
０

昭
和

５
４

７

明
石

町
 太

郎

67
3-

08
83

明
石

市

2
6

,0
0

0
,0

0
0

1
3

,2
0

0
,0

0
0

1
5

,3
0

0
,0

0
0

6
0

,5
0

0
,0

0
0

6
,0

0
0

,0
0

0

株
式

会
社

明
石

町
土

木
工

業

中
崎

１
丁

目
５

番
１

号

0
0

9
8

7
6

5
4

3
2

自
社
電
算
に
よ
り
申
告
さ
れ
る
方
の
み
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

６

①
③

④ ⑤ ⑥ ⑦

⑧ ⑩ ⑫⑨ ⑪ ⑬ ⑭
⑮ ⑯

⑰

⑱

②



２
　
種
類
別
明
細
書
 （
増
加
資
産・
全
資
産
用
）

①
　

今
年

度
は

「
６

」と
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

③
　

資
産

の
種

類
に

よ
り

、
対

応
す

る
数

字
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
・

構
築

物
 

 １
・

機
械

及
び

装
置

 
 ２

・
船

舶
 

 ３
・

航
空

機
 

 ４
・

車
両

及
び

運
搬

具
 

 ５
・

工
具

、
器

具
及

び
備

品
 

 ６

④
 資

産
の

名
称

等
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

⑤
 

数
量

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

⑥
　

資
産

を
取

得
し

た
年
月

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

年
号

は
、

対
応

す
る

数
字

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

・
昭

和
 

３
・

平
成

 
４

・
令
和

 
５

⑦
　

取
得

価
額

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

取
得

価
額

に
は

据
付

費
な

ど
を

含
み

ま
す

。
　

消
費

税
の

免
税

事
業

者
の

場
合

、
消

費
税

額
を

含
め

て
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

免
税

事
業

者
以

外
の

事
業

者
で

、
税

抜
経

理
方

式
を

採
用

し
て

い
る

場
合

は
消

費
税

を
含

め
ず

、
税

込
経

理
方

式
を

採
用

し
て

い
る

場
合

は
消

費
税

を
含

め
て

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

⑧
　

耐
用

年
数

　「
減

価
償

却
資

産
の

耐
用

年
数

等
に

関
す

る
省

令
」

別
表

第
１

、
２

、
５

~８
に

掲
げ

る
耐

用
年

数
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
　

耐
用

年
数

の
短

縮
・

見
積

酎
用

年
数

を
適

用
し

て
い

る
場

合
に

は
、

そ
の

耐
用

年
数

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

短
縮

耐
用

年
数

を
適

用
し

て
い

る
場

合
は

承
認

通
知

書
の

写
し

を
添

付
し

て
く

だ
さ

い
。

②
 

所
有

者
コ

 
ー

ド
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

（
例

）
 令

和
５

年
６

月
年　 号

　　 年

　　 月
5

０
５
０
６

＊
所

有
者

コ
ー

ド
は

申
告

書
右

上
に

記
載

し
て

い
ま

す
。

⑨
　

氏
名

ま
た

は
名

称
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
　

ま
た

、
３

枚
の

う
ち

２
枚

目
と

い
う

よ
う

に
、

ペ
ー

ジ
数

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

⑩
　

増
加

事
由

資
産

が
増

加
し

た
事

由
に

つ
き

、該
当

す
る

番
号

に
○

を
つ

け
て

く
だ

さ
い

。
・
新
品
取
得
�

�１
・
中
古
品
取
得
�

�２
・
移
動
に
よ
る
受
入
れ
�

�３
・
そ
の
他
�

�４

⑪
　

摘
要

当
該

資
産

に
つ

き
、次

の
よ

う
な

事
項

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

・
申

告
も

れ
の

場
合

、そ
の

旨
の

表
示

。
・

 課
税

標
準

の
特

例
や

非
課

税
に

該
当

す
る

資
産

に
つ

い
て

、
そ

の
適

用
条

項
。

　
（

例
　

法
第

３
４

９
条

の
３

第
１

項
）

・
 耐

用
年

数
の

変
更

が
あ

っ
た

場
合

、
そ

の
旨

の
表

示
。

・
 短

縮
耐

用
年

数
を

適
用

し
て

い
る

資
産

に
つ

い
て

、
そ

の
旨

の
表

示
。

・
 増

加
償

却
を

行
っ

て
い

る
資

産
に

つ
い

て
、

そ
の

旨
の

表
示

。
・

 そ
の

他
、

価
額

の
決

定
に

当
た

っ
て

必
要

な
事

項
。

①

②
④

⑤
⑧

⑦
③

⑥

⑨
⑩

⑪

自
社
電
算
に
よ
り
申
告
さ
れ
る
方
の
み

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

－
 1

6 
－

－
 1

7 
－

６

０
０

９
８

７
６

５
４

３
２

広
告

塔

株
式

会
社

 明
石

町
土

木
興

業

申
告

漏
れ

神
戸

支
店

よ
り
移

動

１ ２ ２ ２ ６ ６ ６ ６

ハ
゜ 

ワ
ー
シ

ョ
 ヘ

゛ 
ル

１
５

１
５

１
５

１
５

１
５

１
５

３
５

２
５

０
５

０
２

０
５

１
０

０
５

１
０

０
４

０
５

０
４

１
１

０
５

０
９

０
５

０
５

０
５

０
４

２
０

１ １

０
０
０

０
０
０

０
０
０

７
４
０

２

２
４

フ
゛ 

ル
ト
゛ 

ー
サ

゛ 
ー

０
５

０
０
０

５
０
０

６

ハ
゜  

ワ
ー
シ

ョ
ヘ

゛ 
ル

０
５

０
０
０

５
０
０

７

応
接

セ
ッ
ト

０
４

０
０
０

８
４
０

エ
ア

コ
ン

０
８

０
０
０

５
０
５

０
６

０
０
０

６
４
０

ハ
゜  
ソ

コ
ン

０
５

０
０
０

５
０
０

６

ハ
゜  
ソ

コ
ン

０
４

０
０
０

２
５
５

１
１

こ の 欄 は 記 入 し な い で く だ さ い 。



３
　

種
類

別
明

細
書

 （
減

少
資

産
用

）

①
　

今
年

度
は「

６
」

と
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

③
～

⑨
　
同
封
の
「
償
却
資
産
種
類
別
一
覧
表
」
か
ら
、
減
少
資
産
の
数
字
、
文
字
を
転
記
し
て
く
だ
さ
い
。

※
　

④
抹
消
コ
ー
ド
に
は
「
償
却
資
産
種
類
別
一
覧
表
」
の
資
産
コ
ー
ド
を
転
記
し
て
く
だ
さ
い
。

※
　

⑦
取

得
年

月
の

年
号

は
「

3．
昭

和
」

「
４

．
平

成
」

「
5．

令
和

」
で

す
。

※
　

⑥
⑧

数
量

、
取

得
価

額
は

、
資
産
の
一
部
が
減
少
し
た
場
合

、
当

該
資

産
の

減
少

し
た

部
分

に
対

応
す

る
数

量
と

取
得

価
額

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。
（
行
番
号
０
５
の
と
お
り
）

⑩
　

氏
名

、
名

称
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
ま

た
、

３
枚

の
う

ち
２

枚
目

と
い

う
よ

う
に

、
ペ

ー
ジ

数
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

②
　

所
有

者
コ

ー
ド

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

※
所

有
者

コ
ー

ド
は

申
告

書
右

上
に

記
載

し
て

い
ま

す

⑪
　

減
少

し
た

事
由

と
そ

の
区

分
に

つ
い

て
、

該
当

す
る

番
号

を
そ

れ
ぞ

れ
○

を
つ

け
て

く
だ

さ
い

。
・

減
少

し
た

事
由

「
１
．
売
却
」

「
２
．
滅
失
、廃
棄
」

「
３
．（
企
業
内
）移
動
」

「
４
．
そ
の
他
」

・
減

少
し

た
区

分
「
１
．
全
部
」

「
２
．
一
部
」

⑫
　

摘
要

当
該

資
産

の
売

却
先

や
移

動
先

な
ど

、
具

体
的

な
減

少
内

容
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
　

そ
の

他
、

当
該

資
産

が
減

少
し

た
こ

と
に

つ
い

て
必

要
な

事
項

を
適

宜
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

－
 1

8 
－

－
 1

9 
－

①

④

③
⑤

⑥
⑦

⑧

⑨
⑩

⑫

②

６

０
０

９
８

７
６

５
４

３
２

00
98

76
54

32

00
06

64
72

 
32

0,
00

0

株
式

会
社

　
明

石
町

土
木

工
業

パ
ソ

コ
ン

6

6

1
4

4
25

11

広
告

塔

株
式

会
社

 明
石

町
土

木
興

業

加
古

川
支

店
へ

移
動

大
明

石
建

設
 株

式
会

社
へ
売

却

当
初

取
得

価
額

１０
５
万

円
（数

量
３
）の

う
ち

７
０
万

円
（数

量
２
）分

 減
少

１ ２ ６ ６ ６ ６

１
３

１
４

２
４

１
４

１
５

１
４

７
 

７
４
４
０
０
０
０

６
０

０
７

２
５

１
１

２
４

１
１

０
１

１
１

１
５

１
２

２
０

０
１

２
０

１ １

０
０
０

０
０
０

１７
０
３

３
０
２
０
０

６
６
４
０
０

６
６
４
１
０

６
６
４
７
０

６
６
４
７
２

１

フ
゛ 

ル
ト
゛ 

ー
サ

゛ 
ー

０
５

０
０
０

８
０
０

４

０
６

０
０
０

２
０
０

０
４

０
０
０

３
２
０

ハ
゜  
ソ

コ
ン

エ
ア

コ
ン

自
動

販
売

機
０

５
０
０
０

４
２
０

ハ
゜  
ソ

コ
ン

０
４

０
０
０

７
０
０

こ の 欄 は 記 入 し な い で く だ さ い 。

こ の 欄 は 記 入 し な い で く だ さ い 。

⑪⑪



Q１�　当社は赤字が続いているため、当期の決算では減価償却を行いません。減価償却を行って
いない資産でも申告は必要ですか？

A１�　現実には減価償却を行っていない資産であっても、申告の対象となる償却資産であれば
申告は必要です。

Q２　法人の決算は３月末ですが、償却資産の申告は？
A２�　償却資産の申告は決算期にかかわらず、１月１日現在の資産の状況について１月３１日まで
に申告することが義務づけられています。

Q３�　リース期間終了後、当社に無償譲渡されることとなっているリース資産は、当社とリース会
社のどちらが償却資産の申告を行わなければならないのでしょうか？

A３�　リース期間終了後に無償譲渡されることになっている場合は、借主である貴社が申告を行っ
てください。

　　�　ただし、ただ単に償却資産のリースを受けている場合は、リース会社が申告を行うことにな
りますので、貴社からの申告は不要です。

Q４　申告をしない場合や、虚偽の申告をした場合はどうなりますか？
A４�　正当な事由がなく申告されなかった場合は、過料が科されることがあります（地方税法第�
３８６条）。また、虚偽の申告をされた場合は罰金刑に処されることがあります（地方税法
第３８５条）。これらの場合、さかのぼって課税されたり、延滞金を徴収されたりすることが
ありますのでご注意ください。

償却資産のQ&A

JR  明石駅
山陽電鉄　明石駅

勤労福祉
会館

西庁舎2F
資産税課

明石市役所
本庁舎

県道明石高砂線 （718号）

国道2号

国道28号

アスピア明石
パピオスあかし
（あかし総合窓口）

駐車場 市民会館

明石駅前 桜町東

明石市民会館前
北

明石市役所案内図
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